
 

 

 

 

 

 

 

 

社会・経済状況、家庭環境の変化や情報通信技術等の発展等は、青少年を取り巻

く環境にも大きな影響を及ぼしている。 

青少年の被害の現状について、青少年を取り巻くインターネット利用環境が一層

多様化する中で、ＳＮＳやオンラインゲームを介した性犯罪等の被害に遭った児童

数は高い水準で推移している。また、青少年のインターネット利用時間は増加の傾

向にあり、ネットいじめや有害サイトの閲覧など、情報の不適切な受発信により、

犯罪やトラブルに巻き込まれる機会の増加が引き続き懸念される。 

県内の青少年の非行情勢については、窃盗、暴行、傷害等の刑法犯や薬物事犯、

児童ポルノ等の特別法犯で警察に検挙等された非行少年の数は高止まりしており、

非行の低年齢化の傾向がみられるところである。また、全国の状況をみると、いわ

ゆる「闇バイト」に応募するなどして組織的な特殊詐欺や強盗等へ青少年が加担し

た事件も発生しており、懸念すべき状況にある。 

 次代を担う青少年の育成は、県民全体の責務としてとらえ、関係機関・団体等が

それぞれの役割及び責任を果たしつつ、相互に協力しながら、地域が一体となった

取組みを進めることが必要である。 

 県では、青少年の被害・非行の防止について県民の理解と認識を深めるととも

に、各種活動への積極的な参加と日常的な行動を促し、その気運を高めていくこと

で青少年の被害・非行防止と保護の徹底を図るため、期間中に青少年の被害・非行

の防止に向けた各種取組みを集中的に実施する。 

「なくそう非行 地域で育む青少年」 

「青少年 地域で守ろう 育てよう」 
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インターネット利用におけるこどもの性被害等の防止 

 
 
 
 

実施期間 令和 8年 7月 1日（水）～7月 31日（金） 

趣 旨 

スローガン 

 令和８年度 岐阜県 

「青少年の被害・非行防止全国強調月間」実施要綱 

重 点 

主 管 

協 力 



 
 
 
１ 広報啓発活動 

 全ての県民が、青少年の被害・非行防止に対する理解を深め、日常的に取り組む気運の醸成を図るほ

か、青少年が「自画撮り被害」を含む児童ポルノ事犯等に係る被害を受けることがないよう、令和３年

４月の改正内容も含めて「岐阜県青少年健全育成条例」の一層の周知を図るため、関係機関・団体の積

極的な参加協力を得て以下の広報啓発活動を実施する。 

① 「青少年のインターネットの安全・安心利用」を啓発するリーフレット及び強調月間のクリア 

ファイル、条例のあらましリーフレットの県内各地域での配布 

② 県、関係機関・団体等の発行する広報紙（誌）による広報 

③ 公共施設内放送の活用 

④ デパート、ショッピングセンター等への店内放送依頼 

 

２ インターネット（ＳＮＳを含む）利用に関する調査・啓発活動 

（１） スマートフォン等の携帯電話へのフィルタリング利用の徹底 

   岐阜県青少年健全育成条例により、携帯電話販売店に対してフィルタリングの内容説明等の義務が

規定されていることから、青少年が使用する携帯電話へのフィルタリング利用の徹底を図るため、販

売店への立入調査において遵守状況を確認するとともに、青少年及び保護者向けの啓発リーフレット

を配布してフィルタリング利用の促進を図る。 

（２）マンガ喫茶・インターネットカフェにおけるフィルタリングソフト導入の促進 

 マンガ喫茶・インターネットカフェに対する立入調査においてフィルタリングソフトの導入状況を確

認し、フィルタリングソフトが導入されていない店舗に対して積極的な導入を促進する。 

（３）「ネット安全・安心ぎふコンソーシアム」と連携した啓発活動の推進 

 学識経験者、青少年育成関係団体、保護者団体、携帯電話事業者及び行政機関等で組織された「ネッ

ト安全・安心ぎふコンソーシアム」と連携し、情報モラルに関する出前講座や、学校や地域で開催され

るケータイ・スマートフォンに関する研修会へ無料講師派遣を実施し、適切なネット利用の推進を図る。 

 

３ 青少年を健全に育む社会環境の整備 

 月間中、以下を重点とし、青少年健全育成条例に基づく立入調査を強化することにより、青少年を健全に

育む社会環境の整備を図る。 

・ 携帯電話販売店に対してフィルタリングの内容説明等の遵守状況を確認 

・ マンガ喫茶・インターネットカフェ等に対して、フィルタリングソフトの導入状況を確認し、整備が 

進んでいない店舗には積極的な導入を依頼 

・ 図書類取扱業者に対して有害図書類の区分陳列の徹底を指導 

・ 深夜入場制限施設（カラオケボックス等）に対して、年齢確認の徹底を指導 

 

４ 補導・相談活動 

（１）青少年ＳＯＳセンターにおける相談活動の啓発 

 いじめや学校・親子関係などで青少年が一人で悩み苦しむことのないよう、青少年が抱える様々な問

題に対応するため、子ども・若者の総合相談窓口である「青少年ＳＯＳセンター」の周知徹底を図る。 

（２）地域社会が一体となった補導・相談活動の推進 

 警察や各少年（補導）センターは、学校、関係機関、地域住民、安全安心まちづくりボランティア等

と連携して、青少年への「声かけ運動」や「たまり場」の確認等を実施し、地域安全活動及び被害・非

行防止活動を促進する。 

実施項目 



 

５ その他 

（１）夏の交通安全県民運動の推進 

 ７月１１日～２０日の期間、「思いやり ゆずる心で 事故防止」をスローガンに、こどもの交通事

故防止を重点に入れて、こどもに対する運転者の思いやり意識の醸成、自らの安全を守るこどもの意識

の向上を呼び掛け、交通ルールの遵守・マナーの実践により交通事故防止を図る。 

 

（２）岐阜県自転車条例に基づく自転車の安全利用の促進 

岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の周知を図り、乗車用ヘルメット着用の普及啓

発を行うとともに、ＶＲゴーグルを活用した出前講座を実施し、交通安全意識の浸透を図る。 

（３）薬物乱用対策の推進 

 覚醒剤、大麻をはじめとする薬物乱用防止を一層推進するための「ダメ。ゼッタイ。」普及運動（６

月２０日～７月１９日）の一環として、関係機関と連携した取り組みを行う。 

（４）青少年の社会的自立支援対策の推進 

 いわゆるニートと呼ばれる若年無業者の社会的自立支援に関して、関係機関と連携した取り組みを行

う。 

（５）未成年者喫煙防止対策の推進 

  未成年者喫煙防止を推進するため、希望のあった小中高等学校を対象に、たばこが身体に与える影

響や受動喫煙による被害等について講話を実施する。 

（６）成年年齢の引下げに対応した若年者の消費者被害の防止 

 成年年齢引下げを受け、若年者の消費者被害防止のため、県内の中学校、高等学校及び特別支援学校

に法律の専門家を講師として派遣し、消費生活出前講座を実施する。 

（７）青少年の社会参加の促進 

 政治・選挙の意義やしくみを理解してもらうため親子連れ投票を呼びかけるチラシの配布、高等学校

等における出前授業の実施や若人のつどいの開催、県内大学等で活動する「選挙サークル」を各種フォ

ーラム研修へ派遣すること等により、主権者教育の実施を支援し、若年層の政治・選挙への参加を促進

する。 

 

（８）少年の主張岐阜県大会の推進 

８月３日(月)に下呂交流会館で開催される少年の主張岐阜県大会｢私の主張２０２６｣を、岐阜県青少

年育成県民会議と共催する。 


